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○ 農 林 水 産 省 告 示 第   号  
外 国 人 の 育 成 就 労 の 適 正 な 実 施 及 び 育 成 就 労 外 国 人 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 令 和 七 年 法 務 省 ・ 厚

生 労 働 省 令 第 四 号 ） 第 十 三 条 第 二 項 第 九 号 及 び 第 十 五 条 第 一 項 第 十 三 号 の 規 定 に 基 づ き 、 外 国 人 の 育 成 就

労 の 適 正 な 実 施 及 び 育 成 就 労 外 国 人 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 規 定 に 基 づ き 林 業 分 野 に 特 有 の 事 情 に

鑑 み て 告 示 で 定 め る 基 準 等 （ 令 和 八 年 農 林 水 産 省 告 示 第 六 百 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和   年  月    日  

農 林 水 産 大 臣  鈴 木 憲 和   

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 （ 以 下 「 傍 線 部 分 」 と い う 。 ） で こ れ に 対

応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 線 部 分 が あ る も の は 、 こ れ を 当 該 傍 線 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄

に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ れ を 加 え 、

改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 で こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 部 分 が な い も の は 、 こ

れ を 削 る 。

改 正 後 改 正 前 
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   附 則  
（ 講 習 に 関 す る 経 過 措 置 ） 

第 二 条  令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 一 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 第 二 号 中 「 又 は 三 級 」 と あ る の は 「 三 級 」

と 、 「 有 す る も の 」 と あ る の は 「 有 す る も の 、 育 林 ・ 素 材 生 産 作

業 に つ い て 七 年 以 上 の 実 務 の 経 験 を 有 す る 者 又 は 林 業 労 働 力 の 確

保 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 資 金 の 貸 付 け 等 に 関 す る 省 令 （ 平

成 八 年 農 林 水 産 省 令 第 二 十 五 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 農

林 水 産 省 が 備 え る 研 修 修 了 者 名 簿 に 現 場 管 理 責 任 者 （ フ ォ レ ス ト

リ ー ダ ー ） の 区 分 で 登 録 さ れ て い る 者 」 と す る 。  

 

  附 則  

 

（ 新 設 ）  

 

（ 育 成 就 労 指 導 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 三 条 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 二 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 号 中 「 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 」 と

あ る の は 「 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 又 は 育 林 ・ 素 材 生 産 作 業 に

つ い て 七 年 以 上 の 実 務 の 経 験 を 有 す る 者 若 し く は 林 業 労 働 力 の 確

保 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 資 金 の 貸 付 け 等 に 関 す る 省 令 第 一

条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 農 林 水 産 省 が 備 え る 研 修 修 了 者 名 簿 に 現

場 管 理 責 任 者 （ フ ォ レ ス ト リ ー ダ ー ） の 区 分 で 登 録 さ れ て い る 者

」 と す る 。  

 

第 四 条 ～ 第 六 条 （ 略 ）  

（ 育 成 就 労 指 導 員 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 二 条 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 第 二 条 の 規 定 の

適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 号 中 「 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 」 と

あ る の は 「 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 又 は 育 林 ・ 素 材 生 産 作 業 に

つ い て 七 年 以 上 の 実 務 の 経 験 を 有 す る 者 若 し く は 林 業 労 働 力 の 確

保 の 促 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 資 金 の 貸 付 け 等 に 関 す る 省 令 （ 平

成 八 年 農 林 水 産 省 令 第 二 十 五 号 ） 第 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 農

林 水 産 省 が 備 え る 研 修 修 了 者 名 簿 に 現 場 管 理 責 任 者 （ フ ォ レ ス ト

リ ー ダ ー ） の 区 分 で 登 録 さ れ て い る 者 」 と す る 。  

 

第 三 条 ～ 第 五 条 （ 略 ）  
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附 則  

 （ 適 用 期 日 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 適 用 す る 。 


